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  令和２年３月３１日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

京都市金銭登録機の使用を伴う歳入金等徴収事務規則の一部を改正する規則 

 京都市金銭登録機の使用を伴う歳入金等徴収事務規則の一部を次のように改正する。 

第２条各号列記以外の部分中「第１３号」を「第１４号」に改め，同条第２号中「又は

区役所支所」を「，区役所支所又は右京区役所京北出張所」に改め，同条中第１７号を第

１８号とし，第７号から第１６号までを１号ずつ繰り下げ，同条第６号中「右京区役所京

北出張所」を「市税事務所納税室又は右京区役所京北出張所」に改め，同号を同条第７号

とし，同条第５号を同条第６号とし，同条第４号中「市税事務所納税室」を「市税事務所

軽自動車税事務所」に改め，同号を同条第５号とし，同条第３号中「区役所出張所」の右

に「（右京区役所京北出張所を除く。）」を加え，同号の次に次の１号を加える。  

⑷ 京都市証明等手数料条例別表第２⑴の項に掲げる手数料（軽自動車税に係るものを

除く。），同表⑵の項に掲げる手数料（償却資産課税台帳に記載されている事項に係

るものに限る。）又は京都市租税特別措置法関係手数料条例別表第２⑹の項に掲げる

手数料 市税事務所納税室 

第２条に次の１号を加える。 

 ⒆ 刊行物等の売払代金，歴史資料館において実施する講座の受講に係る料金又は複写

機による複写に要する費用 歴史資料館 

附 則 

この規則は，令和２年４月１日から施行する。 

（会計室） 
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